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１．令和４年中の主な地震災害 

 令和４年中に震度５弱以上が観測された地震は、

15回であった（第 1-6-1 表）。 

 なお、令和４年中の主な地震災害による被害状況

等については、第 1-6-2 表のとおりである。 

 

 

 

第 1-6-1 表 最大震度別地震発生状況の推移（震度５弱以上） 
【出典】「気象庁資料」 

 
※令和５年は令和５年１月１日から令和５年10月 31日までの数値 

  

第第６６節節 震震災災対対策策  

地震災害の現況と最近の動向 

47 

第 1-6-2 表 令和４年中の主な地震災害による被害状況等 
（令和５月４月１日現在） 

 
（備考）「災害年報」により作成 
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第 1-6-2 表 令和４年中の主な地震災害による被害状況等 
（令和５月４月１日現在） 

 
（備考）「災害年報」により作成 
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２．令和５年１月から 10 月までの主な地震災

害 

 令和５年１月から 10 月までの主な地震災害によ

る被害状況等については、第 1-6-3 表のとおりであ

る。 

 

 

第 1-6-3 表 令和５年１月から 10月までの主な地震災害による被害状況等 
（令和５年11月 15日現在） 

 
（備考）「消防庁とりまとめ報」により作成 

 

 

１．地震災害の予防 

 周囲をプレートに囲まれ、多数の活断層を有する

我が国において地震災害の被害を最小限に抑制する

ため、大規模地震対策特別措置法のほか、南海トラ

フ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法（以下、本節において「南海トラフ地震特措法」

という。）、首都直下地震対策特別措置法及び日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の

推進に関する特別措置法（以下、本節において「日

本海溝・千島海溝地震特措法」という。）では、地

域指定の対象とされた地方公共団体による、地震防

災上緊急に整備すべき施設や訓練等に関する計画の

作成について定められている。 

 また、令和３年３月に改正され、国の負担又は補

助の特例等に係る規定の失効期日が５年延長された

地震防災対策特別措置法に基づき、都道府県におい

ては、管内市町村事業も含む地震防災緊急事業五箇

年計画を作成できることとされている（第 1-6-4

表）。 

 地方公共団体においては、これらの計画に基づ

き、公共施設の耐震化等の施設整備や、住民参加の

防災訓練等の災害予防の取組が求められる。 

 こうした取組を支援できるよう、施設整備に必要

な補助金や地方債等の地方財政措置を講じるととも

に、連携して緊急地震速報訓練を実施するほか、き

め細かな地震観測網構築のため、震度情報ネットワ

ークを整備するなど、引き続き可能な限りの災害予

防に向けて取り組む。 
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第 1-6-4 表 大規模地震対策の概要 
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第 1-6-4 表 大規模地震対策の概要 

 

 

第
　
２
　
章

第
　
３
　
章

第
　
４
　
章

第
　
５
　
章

第
　
６
　
章

第
　
１
　
章

第６節　震災対策

資

料



50 

（１）日本海溝・千島海溝地震特措法の改正 

 令和３年 12 月に「日本海溝・千島海溝沿いの巨

大地震対策検討ワーキンググループ」が公表した被

害想定及び令和４年３月に公表した報告書を受け、

令和４年５月に日本海溝・千島海溝地震特措法が改

正された（同年６月施行）。改正により、新たに指

定された津波避難対策特別強化地域において、市町

村が津波避難対策緊急事業計画を作成すれば、避難

場所や避難経路を整備する際に国の負担又は補助の

特例等が適用されることになるなど、南海トラフ地

震特措法と同程度に対策が強化されたほか、施設等

の整備について積雪寒冷地域に必要な機能が確保さ

れるよう、特に配慮し対策を講じることとされた。 

 法改正を受け、地方公共団体では推進計画の変更

等が必要になるため、消防庁では内閣府と連携して

推進計画作成例を改訂して周知するなど助言を行っ

た。 

 

（２）防災拠点となる公共施設等の耐震化の促進 

 大規模地震発生時において災害応急対策を円滑に

実施するためには、自治体庁舎や指定避難所等の防

災拠点となる公共施設等の耐震化が重要であること

から、消防庁では、地方公共団体におけるこれらの

施設の耐震化を促している。 

 耐震化の進捗については、令和４年 10 月１日現

在の施設区分ごとの耐震率は第 1-6-5 表のとおりで

ある。 

 

（３）防災拠点となる公共施設等の耐震化に係る地

方財政措置 

 地方公共団体が実施する防災拠点となる公共施設

等の耐震化に係る費用に対しては、「緊急防災・減

災事業債」による財政措置を講じている。さらに、

令和３年８月からは、地方公共団体の未耐震の本庁

舎の建替に併せて災害対策本部員室等を整備する場

合、当該整備に係る費用にも同事業債の充当が可能

となった。 

第 1-6-5 表 防災拠点となる公共施設等の耐震率 
（令和４年10 月１日現在） 

 

（※）機動隊庁舎、警察学校、交番等を含む。 

 

（４）地震防災緊急事業五箇年計画等に基づく施設

整備 

 地方公共団体は、地震防災対策特別措置法に基づ

く第６次地震防災緊急事業五箇年計画（令和３年度

から令和７年度まで）に基づき施設整備を推進して

おり、消防庁は、消防庁所管事業に係る計画変更等

について助言を行った。 

 また、同計画等に基づき地方公共団体が整備する

耐震性貯水槽について、消防庁では消防防災施設整

備費補助金による国庫補助事業を行っており、令和

４年度には同補助金により 266 基の整備が行われ

た。 

 

（５）震度情報ネットワークシステムの整備 

 地震発生時の初動対応を迅速に行うため、地方公

共団体が整備した約 2,900 か所の震度計が計測する

震度情報を消防庁や気象庁に即時送信する震度情報

ネットワークシステム（第 1-6-1 図）が運用されて

いる。 

 消防庁では、安定的かつきめ細かな震度観測、観

測データの確実な伝達ができるよう、令和３年度補

正予算において都道府県に対する補助事業を実施

し、震度計を更新するとともに、波形データの保存

容量の拡充・伝送の自動化、ネットワークの光回線

化による伝送データの大容量化等を行い、ネットワ

ーク全体の機能強化を図った。 
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第 1-6-1 図 震度情報ネットワークシステムの概要 

 

 

（６）緊急地震速報訓練の実施 

 消防庁では、気象庁等と連携し、年２回、緊急地

震速報の全国的な訓練を実施している。令和５年度

は第１回を６月 15 日、第２回を 11 月２日に実施

し、地方公共団体では、全国瞬時警報システム（Ｊ

アラート）により配信する訓練用の緊急地震速報の

受信確認、職員・地域住民参加による地震の揺れか

ら身を守る行動や避難行動の訓練等が行われた。 

 

２．津波避難の実効性の確保 

 平成 23 年３月の東日本大震災における津波によ

る甚大な被害を踏まえて同年制定された津波防災地

域づくりに関する法律に基づき、市町村においては

避難施設の整備等について定めた推進計画を作成で

きることとされている。 

 また、同年制定された津波対策の推進に関する法

律に基づき、地方公共団体においては、住民等の避

難の実効性を確保するための津波避難計画を作成す

るよう努めることとされている。 

 地方公共団体においては、これらの計画に基づ

き、津波避難タワーや避難路・避難階段等の整備、

避難訓練の実施等が求められる。 

 こうした取組を支援できるよう、津波避難計画の

作成状況等について実態を把握するとともに、施設

整備に必要な地方債等の地方財政措置を講じるな

ど、引き続き津波避難の実効性確保に取り組む。 
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るよう努めることとされている。 

 地方公共団体においては、これらの計画に基づ

き、津波避難タワーや避難路・避難階段等の整備、

避難訓練の実施等が求められる。 

 こうした取組を支援できるよう、津波避難計画の

作成状況等について実態を把握するとともに、施設

整備に必要な地方債等の地方財政措置を講じるな

ど、引き続き津波避難の実効性確保に取り組む。 

 

（１）津波避難計画の策定の促進 

 消防庁では、津波による人的被害を軽減するた

め、避難対象地域の指定、津波情報の収集・伝達や

避難指示の発令手順等を津波避難計画として定める

よう関係地方公共団体に要請している。 

 令和２年 12 月１日現在の調査結果では、津波避

難計画の策定対象市町村（675 団体）のうち、策定

済の市町村は 99.4％（671 団体）であった。 

 

（２）津波避難施設の整備に係る地方財政措置 

 地方公共団体が実施する津波避難タワーや避難路

等の整備に係る費用に対しては、「緊急防災・減災

事業債」による地方財政措置を講じている。 

 
 

第
　
２
　
章

第
　
３
　
章

第
　
４
　
章

第
　
５
　
章

第
　
６
　
章

第
　
１
　
章

第６節　震災対策

資

料




